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図 2-2 対象区域 





 

－6－ 

 

 

対象区域位置図（平面図） 

 

対象区域位置図（縦断面図） 

図 2-3(1) 対象区域における複線化工事区域（環境影響評価書時点） 

 
注 対象区域位置図（縦断面図）は、環境影響評価書時点から変更はない。 

図 2-3(2) 対象区域における複線化工事区域（計画変更後） 
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（S=1/200） 

図 2-4(1) 概略横断面図（①断面） 

 

 

 

（S=1/200） 

図 2-4(2) 概略横断面図（②断面） 

 

 

 

（S=1/200） 

図 2-4(3) 概略横断面図（③断面） 
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（S=1/200） 

図 2-4(4) 概略横断面図（④断面） 

 

 

（S=1/200） 

図 2-4(5) 概略横断面図（⑤断面） 

 

 

（S=1/200） 

図 2-4(6) 概略横断面図（⑥断面） 
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（S=1/200） 

図 2-4(7) 概略横断面図（⑦断面） 

 

 

（S=1/200） 

図 2-4(8) 概略横断面図（⑧断面） 
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   ６）対象鉄道建設等事業の工事計画の概要 

   (1) 工事概要等 

対象区域の延長は、地平区間が約 11.7km、高架区間が約 1.1km であるが、複線化工事の

延長は、約 6.9km（大町・高橋間）となっている。線増区域は、沿線の住宅等の立地状況等

を考慮し、大部分の区間において南側に設けることとした。 

複線化工事を実施する地平区間は、既設線と同様の盛土構造形式であり、河川や水路の

交差箇所については、橋りょうやボックスカルバートにより交差する。 

 

   (2) 工事方法 

本事業は、昼間工事を基本とし、列車運行の時間外で実施する必要がある線路切替等の

工事については、夜間工事とした。 

複線化工事を実施する地平区間においては、既設線の盛土部に腹付け盛土をして軌道敷

設工事を行い新設線を構築した。また、既設線については、レール及びマクラギの撤去、

道床バラストの交換を行ってレール及びマクラギの敷設工事を行った。 

 

   ７）対象鉄道建設等事業に係る鉄道において運行される列車の本数 

本事業の対象区域において運行される列車本数は、改良前においては、特急列車が１日 32

本（上下計）、普通列車が１日 30 本であり、改良後においては、特急列車が１日 68 本（上

下計）、普通列車が１日 30 本である。 

 

   ８）対象鉄道建設等事業に係る盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその

他の構造物の別 

本事業の対象区域の構造形式は、図 2-3 に示すとおり、主に地平であり、起点から甘久川

周辺までが地平であり、甘久川周辺から終点までが高架である。 
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表 3-2 環境影響評価書に記載した事後調査の項目及び手法等（供用後） 

環境影響評価項目 

事後調査の項目及び手法等 環境要素の

区分 
影響要因の区分 

騒 音 列車の走行（地下を

走 行 す る 場 合 を 除

く） 

事後調査を

行うことと

した理由 

予測手法は、科学的知見及び既設線の測定結

果に基づく予測式による方法であるが、既設

線と新設線の緒条件の違いにより、予測の不

確実性が生じる可能性があるものと考えられ

たため、事後調査を行うこととした。 

調査項目 
・鉄道騒音 

・環境保全措置実施状況 

調査手法 予測地点において、「在来鉄道の新設又は大規

模改良に際しての騒音対策の指針について」

(平成７年 12 月 20 日、環大一第 174 号)に定

める方法により、騒音の状況を調査する。 

事後調査時

期及び頻度 
予測対象時期と同時期（１回） 

振 動 列車の走行（地下を

走 行 す る 場 合 を 除

く） 

事後調査を

行うことと

した理由 

予測手法は、既設線の測定結果に基づく予測

式による方法であるが、既設線と新設線の緒

条件の違いにより、予測の不確実性が生じる

可能性があるものと考えられたため、事後調

査を行うこととした。 

調査項目 
・鉄道振動 

・環境保全措置実施状況 

調査手法 予測地点において、「環境保全上緊急を要する

新幹線鉄道振動対策について（勧告）」(昭和

51 年３月 12 日、環大特第 32 号)に定める方

法により、振動の状況を調査する。 

事後調査時

期及び頻度 
予測対象時期と同時期（１回） 

動物・ 

生態系 

鉄道施設（地表式又

は掘割式）の存在 

事後調査を

行うことと

した理由 

繁殖が確認されている２つがいのサシバは、

２営巣期の調査でいずれも営巣地が変化して

おり、特にそのうちの１つがいは大きく営巣

地を変えている。供用後に生息状況が変化し、

対象区域の近傍にも営巣に適した環境が分布

することから、工事中に対象区域の近傍に営

巣地を変化させる可能性があることから、事

後調査を実施する。 

調査項目 サシバの繁殖状況の確認 

調査手法 
定点観察等による２つがいの繁殖の有無、営

巣地の確認、新たな繁殖つがいの有無の確認 

事後調査時

期及び頻度 
工事完了後（１回） 

植 物 鉄道施設（地表式又

は掘割式）の存在 

事後調査を

行うことと

した理由 

移植、播種等を実施した環境保全対象種の環

境保全措置の効果に不確実性が考えられるこ

とから、事後調査を実施する。 

調査項目 対象種の生育状況の確認 

調査手法 目視観察による確認 

事後調査時

期及び頻度 
工事完了後（１回） 
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(4) 調査時期及び頻度 

調査時期及び頻度は、予測対象時期と同時期（１回）とし、具体的には、鉄道施

設の供用後、鉄道の運行が定常状態に達した時期とした。 

調査日時は、表 3-4 に示すとおりであり、令和５年２月～令和６年５月の期間と

した。 

 

表 3-4 調査日時（鉄道騒音） 

調査項目 調査地点 
構造 

形式 
調査期間 備考 

鉄道騒音 

Ｒ１地点 地平 令和５年２月１日(水) 5：30～24：30 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ２地点 地平 令和５年２月１日(水) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ３地点 地平 令和５年２月１日(水) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ４地点 地平 令和５年４月13日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ５地点 地平 令和６年５月17日(金) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ６地点 地平 令和６年５月17日(金) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ７地点 地平 令和５年４月27日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ８地点 高架 令和５年４月27日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

 

 

(5) 評価の手法 

鉄道騒音の評価は、表 3-5 に示す基準又は目標との整合が図られているか否か

を明らかにすることにより評価した。 

なお、鉄道騒音については、調査結果が「在来鉄道の新設又は大規模改良に際し

ての騒音対策の指針について」（平成 7 年 12 月 20 日、環大一 174 号）に規定さ

れている大規模改良線の指針を達成しない場合（現況の騒音レベルが低い高架区

間において、改良後も新線の指針を下回る場合を除く。）場合は、住居等の保全対

象の立地状況を勘案し、追加的な環境保全措置について検討した上で、必要に応じ

て、適切に実施することとしている。 

 

表 3-5 整合を図るべき基準又は目標（鉄道騒音） 

整合を図るべき基準又は目標 

「在来鉄道の新設又は大規模改良に

際しての騒音対策の指針について」

（平成７年 12 月 20 日、環大一第 174

号） 

大規模改良線の指針 
 
「騒音レベルの状況を改良前より改善するこ

と。」 
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図 3-1 調査地点位置図（鉄道騒音） 
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（S=1/250） 

図 3-2(1) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ１地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-2(2) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ２地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-2(3) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ３地点） 
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（S=1/250） 

図 3-2(4) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ４地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-2(5) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ５地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-2(6) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ６地点） 

  

新
設
線
（
上
下
線
）

16.4m

既
設
線

6.7m

0.4m

0.2m

1.2m

新
設
線
（
下
り
線
）

新
設
線
（
上
り
線
）

17.7m

0.6m

4.3m

0.6m

4.0m

1.2m
既
設
線

1.5m

新
設
線
（
下
り
線
）

新
設
線
（
上
り
線
）

4.0m

18.4m

0.6m

4.3m

既
設
線

1.5m
1.2m



 

－18－ 

 

（S=1/250） 

図 3-2(7) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ７地点） 

 

 

（S=1/250） 

 

図 3-2(8) 調査地点の断面構成（鉄道騒音／Ｒ８地点） 
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(6) 調査結果 

(a) 鉄道騒音 

鉄道騒音の調査結果は、表 3-6 に示すとおりであり、等価騒音レベル（LAeq）

は、地平区間（単線区間）では昼間が 55～59 デシベル、夜間が 48～51 デシベル、

地平区間（複線化工事区間）では昼間が 48～56 デシベル、夜間が 41～49 デシベ

ル、高架区間では昼間が 49 デシベル、夜間が 42 デシベルとなっている。 

供用後の鉄道騒音の等価騒音レベル（LAeq）については、地平区間においては改

良前の鉄道騒音の等価騒音レベル（LAeq）を下回っており、騒音レベルの状況を改

良前より改善していることが確認された。また、高架区間（複線化工事及び高速

化を実施していない区間）においては、昼間が 49 デシベル、夜間が 42 デシベル

であり、改良前の鉄道騒音の等価騒音レベル（LAeq）を上回っているが、地平区間

と比較して騒音レベルは同程度又はそれ以下であり、さらに、参考とする新線で

の目標（昼間 60 デシベル以下、夜間 55 デシベル以下）も下回っていることから、

騒音問題を未然に防止することができる程度であることが確認された。以上のこ

とから、供用後の鉄道騒音は、基準又は目標との整合が図られているものと評価

する。 

また、列車本数は表 3-7 に、列車速度は表 3-8 に示すとおりである。 

 

表 3-6 鉄道騒音の調査結果 

（単位：デシベル） 

調査地点 

線
路
構
造 

近接側軌道 

中心からの 

距   離 

鉄道騒音の等価騒音レベル 

① 改良前 ② 供用後 ②－① 差 

既設線 新設線 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

単
線
区
間 

Ｒ１地点 地平 12.5ｍ 12.5ｍ 60 54 58 51 －2 －3 

Ｒ２地点 地平 19.2ｍ 19.2ｍ 63 55 59 51 －4 －4 

Ｒ３地点 地平 18.7ｍ 18.7ｍ 61 53 56 48 －5 －5 

Ｒ４地点 地平 16.4ｍ 16.4ｍ 58 51 55 48 －3 －3 

複
線
化
工
事
区
間 

Ｒ５地点 地平 17.7ｍ 13.7ｍ 59 52 48 41 －11 －11 

Ｒ６地点 地平 18.4ｍ 14.4ｍ 56 49 48 41 －8 －8 

Ｒ７地点 地平 18.3ｍ 18.3ｍ 57 50 56 49 －1 －1 

－ Ｒ８地点 高架 23.5ｍ 23.5ｍ 46 38 49 42 ＋3 ＋4 

 
注１ 鉄道騒音の時間区分は、昼間が７時～22 時、夜間が 22 時～翌日７時である。 

注２ Ｒ１地点の鉄道騒音の等価騒音レベルは、佐世保線及び長崎本線の列車の走行に伴う騒音を対象と

している。 
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(b) 環境保全措置実施状況 

鉄道騒音に係る環境保全措置実施状況は、表 3-9 に示すとおりであり、Ｒ１～

Ｒ８地点においてロングレールの敷設、Ｒ５及びＲ６地点の下り線側において防

音壁（設置高さ：R.L.+1.5ｍ）の設置が行われている。 

また、軌道及び車両については、過度な騒音の発生を防止するため、適切な維

持管理が行われている。 

 

表 3-9 鉄道騒音に係る環境保全措置実施状況 

調査地点 

線
路
構
造 

近接側軌道 

中心からの 

距   離 

鉄道騒音に係る環境保全措置実施状況 

レール条件 防音壁の有無 

既設線 新設線 改良前 供用後 改良前 供用後 

単
線
区
間 

Ｒ１地点 地平 12.5ｍ 12.5ｍ 定尺レール ロングレール なし なし 

Ｒ２地点 地平 19.2ｍ 19.2ｍ 定尺レール ロングレール なし なし 

Ｒ３地点 地平 18.7ｍ 18.7ｍ 定尺レール ロングレール なし なし 

Ｒ４地点 地平 16.4ｍ 16.4ｍ 定尺レール ロングレール なし なし 

複
線
化
工
事
区
間 

Ｒ５地点 地平 17.7ｍ 13.7ｍ 定尺レール ロングレール なし R.L.+1.5ｍ 

Ｒ６地点 地平 18.4ｍ 14.4ｍ 定尺レール ロングレール なし R.L.+1.5ｍ 

Ｒ７地点 地平 18.3ｍ 18.3ｍ 定尺レール ロングレール なし なし 

－ Ｒ８地点 高架 23.5ｍ 23.5ｍ 定尺レール ロングレール 壁高欄 壁高欄 

 

 

(7) 環境影響評価の結果との比較 

(a) ロングレールの敷設効果に関する比較 

ロングレールの敷設効果は、防音壁を設置していない地平区間（Ｒ１～Ｒ４及

びＲ７地点）を対象とし、改良前と供用後の鉄道騒音の等価騒音レベル（LAeq）の

調査結果を比較することにより把握した。 

なお、供用後においては、大町・高橋間（延長約 6.9km）の複線化に加え、列車

本数及び列車速度の増加が行われているため、ロングレールの敷設効果の分析に

際しては、当該要因による騒音レベル変化を考慮し、供用後における仮想無対策

の条件での等価騒音レベル（LAeq）を推計し、供用後の調査結果と比較することと

した。線路移設に伴う伝搬距離の違い、列車本数及び列車速度の違いを反映した

等価騒音レベル（LAeq）については、環境影響評価書に示す予測式（7.1.2-46～49

ページ参照）を用いて推計した。また、本事業におけるロングレールの敷設効果
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(4) 調査時期及び頻度 

調査時期及び頻度は、予測対象時期と同時期（１回）とし、具体的には、鉄道施

設の供用後、鉄道の運行が定常状態に達した時期とした。 

調査日時は、表 3-13 に示すとおりであり、令和５年２月～令和５年４月の期間

とした。 

 

表 3-0 調査日時（鉄道振動） 

調査項目 調査地点 
構造 

形式 
調査期間 備考 

鉄道振動 

Ｒ１地点 地平 令和５年２月１日(水) 5：30～24：30 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ２地点 地平 令和５年２月１日(水) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ３地点 地平 令和５年２月１日(水) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ４地点 地平 令和５年４月13日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ５地点 地平 令和５年４月13日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ６地点 地平 令和５年４月13日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ７地点 地平 令和５年４月27日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

Ｒ８地点 高架 令和５年４月27日(木) 6：00～24：00 
１日の全て 

の通過列車 

 

 

(5) 評価の手法 

鉄道振動の評価は、本事業による影響が、事業者により実行可能な範囲内ででき

る限り回避又は低減されているか否かについて見解を明らかにすることにより評

価した。具体的には、在来鉄道振動に係る基準・指針等は設定されていないことか

ら、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）」(昭和 51 年

３月、環大特第 32 号)に示されている指針値（70 デシベル以下）と対比すること

により評価した。 

なお、鉄道振動については、調査結果が「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振

動対策について（勧告）」（昭和 51 年 3 月 12 日、環大特 32 号）に示されている

指針値（70 デシベル以下）を達成しない場合は、住居等の保全対象の立地状況を

勘案し、追加的な環境保全措置について検討した上で、必要に応じて、適切に実施

することとしている。 
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図 3-3 調査地点位置図（鉄道振動） 
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（S=1/250） 

図 3-4(1) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ１地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-4(2) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ２地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-4(3) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ３地点） 
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（S=1/250） 

図 3-4(4) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ４地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-4(5) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ５地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-4(6) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ６地点） 
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（S=1/250） 

図 3-4(7) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ７地点） 

 

 

（S=1/250） 

図 3-4(8) 調査地点の断面構成（鉄道振動／Ｒ８地点） 
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